
西宮市民文化賞要綱  

 
 
 （趣旨） 

第１条 西宮市は文化の高揚に資するため、市民文化賞を制定し、市の文化興隆

 に顕著に功績があったものを表彰する。      

 （表彰の対象） 

第２条 表彰は学術、芸術、体育、社会事業、生活文化等に功績が特にすぐれた

 個人又は団体に対し授与する。 

 （推薦） 

第３条 被表彰者の推薦は、別に定める様式により各所管局・部長・市内私立学

校長等（以下「推薦者」という。）が行う。推薦者は、推薦すべき候補者があ

ると認める時は、秘書課長に推薦書を提出するものとする。 

 （推薦委員会） 

第４条  被表彰者の適正な推薦を行うために、推薦委員会（以下「委員会」とい  
う。）を置く。  

２ 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

    副市長 2名  
    政策局長 

    総務局長  
    教育次長 2名  
３ 委員会が必要と認めるときは、関係局長等に委員会への出席を求めることが  

できる。  
４ 推薦委員会の庶務は、秘書課において行う。  
５ 被表彰者の推薦は、委員会の議を経るものとする。  
 （表彰選考委員会） 

第５条  表彰の適正な執行のために、表彰選考委員会（以下「選考委員会」とい  
う。）を置く。  

２ 選考委員会は、次に掲げる者をもって構成する。  
(1) 西宮市議会議長 

 (2) 学識経験者 

 (3) 報道関係者 

 (4) 市関係職員 

３ 選考委員会の庶務は、秘書課において行う。  
 （被表彰者の選考） 

第６条 被表彰者の選考は、選考委員会の議を経るものとする。 



 （被表彰者の決定） 

第７条 市長は、選考委員会の選考結果を考慮し、被表彰者を決定するものとす

 る。 

 （表彰の時期） 

第８条 表彰は、原則として毎年１１月３日の文化の日に行う。 

 （表彰の方法） 

第９条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を贈ることにより行うものとする。 

   
付 則 

この要綱は、平成１１年８月３１日から施行する。  
この要綱は、平成１４年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  
この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月２１日から施行する。 

この要綱は、平成２２年７月５日から施行する。 

この要綱は、平成２２年１０月８日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年８月２９日から施行する。 

この要綱は、平成２６年６月１８日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
この要綱は、平成３０年６月１８日から施行する。 

この要綱は、平成３０年１０月４日から施行する。 

 


